
第２次潟上市環境基本計画（案）の概要

第１次計画および現状と課題を踏まえ、重点的な取組として、３つの「取組の柱」を設定する。

計画の体系に基づき、市・市民・事業者の取組を示し、目指すべき環境像の実現を目指す。

○策定の背景…第１次計画策定以降の環境を取り巻く社会情勢を背景に、令和５年度からの 10 年間で本市が取り組むべき環境保全行動について策定する。

○目的…「潟上市環境基本条例」の基本理念に基づき、「現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保する」ことを目的として、環境の保全に関する目標、施策の

方向について定める。

○位置づけ…「潟上市環境基本条例」の第８条に基づき策定し、潟上市総合計画における自然・環境に関連する分野の施策、分野別計画、国や県の関連計画等との整合性及び連携を図り、「自然と共生す

る、環境保全都市」を基本目標とし、環境施策の基本的な方向性を示す。

基本的事項

計画の体系・取組
※囲みは新しいキーワード

○自然環境

近代化された農法の普及や基盤整備により自然環境は大きな影響を受ける。

里地・里山の環境や景観の保全、地域にある歴史・文化遺産の保全に努める必要がある。

本市は自然環境に恵まれ、多様な生態系を形成し、野生動植物が生息、生育している。自

然環境への関心を高め、生物多様性を保全・確保する必要がある。

○生活環境

核家族化や高齢者のひとり暮らしの増加に加え、人口減少を伴う少子高齢化が加速したこ

とにより、使用されていない住居等が増加している。危険な状態である空き家は、倒壊又は

建築資材の飛散のおそれがあり、少しでも減らしていく必要がある。

○資源循環

排出されたごみの中には、食べ残し等の食品ロスや古紙類等のリサイクル可能な物が多

く含まれている。減量化・資源化の推進に向けた効果的な取組を進める必要がある。

○地球環境

国は、令和 32 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指している。温室効果ガスの排出抑制、省エネルギーの推進、

森林等の吸収源対策など、地球温暖化対策を推進する必要がある。

海洋に流出する廃プラスチック類や微細なプラスチック類であるマイクロプラスチック

が生態系等に影響を与えている。プラスチック類を含む廃棄物の発生抑制、適正な処理によ

る流出の防止を図る必要がある。

○市民協働

大量生産・消費・廃棄を生み出す社会経済システムは、生活を豊かで快適なものにする一

方、地球温暖化などの地球規模の環境問題の原因にもなっている。自主的・積極的に環境に

配慮した行動を実践し、環境に負荷の少ない循環を基調とした持続可能な地域社会に変えて

いくことが求められている。

主な現状と課題

令和４年 12 月：パブリックコメント 令和５年２～３月：市政協議会・定例会（最終案）

令和５年１月：環境審議会（最終案・答申） 令和５年４月：公表

今後の策定スケジュール

○地球規模で考え、できることから行動しよう

⇒冷房や暖房を家庭、まちなどで共有するクールシェア・ウ

ォームシェアの実践 など

○脱炭素社会の実現に向けた取組をはじめよう

⇒省エネ性能の高い家電製品の使用 など

○気候変動に適応したまちをつくろう

⇒自然災害に備えるための、防災グッズの準備、ハザードマ

ップの把握 など

○ものを大切にし、ごみを少なくしよう

⇒食品ロス削減のための、食べ残しが少なくなる工夫 など

○公害のないまちをつくろう

⇒生活排水対策としての、三角コーナーやネットなどによる

調理くずの回収 など

○快適で潤いのあるまちをつくろう

⇒空き家・空き地の適正な管理 など

○水と緑を守り、育てよう

⇒里地・里山の保全や管理、環境に配慮した持続可能な農業

への転換 など

○八郎湖をきれいにしよう

⇒農薬、肥料の適正使用や環境に優しい農法など環境保全型

農業の推進 など

○生物多様性を保全しよう

⇒海岸、八郎湖、森林などにみられる多様な生態系や貴重な

種の保護、生息環境の確保 など

取組の柱 行動方針・主な取組

地球環境

気候変動に適応したまち（脱

炭素社会）を目指して

取組の柱１

取組の柱３

自然環境

水と緑を守り、多様な生物と

共生できるまちを目指して

取組の柱３

資源循環・生活環境

健康で安心して暮らせる循

環型社会を目指して

取組の柱２

本市を取り巻く環境の現状と課題を踏まえ、目指すべき環境像を

自然と暮らしが調和する持続可能なまち かたがみ とする。

目指すべき環境像


